　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年１月吉日
会 員 各 位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳴門労働基準協会
第２回「化学物質管理強調月間」用品斡旋のご案内
　平素より、当協会の業務運営につきまして、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
　現在、国内で使用されている化学物質は数万種類にのぼり、化学物質による労働災害のうち、特定化学物質障害予防規則等の特別規則の対象となっていない物質によるものが約８割を占めています。化学物質の管理については追加措置が進んでおり、ＳＤＳ交付義務への罰則導入や作業環境測定士による個人ばく露測定を義務化する等、法改正が行われています。業種・規模に関わらず、リスクアセスメント対象物を製造、取扱い等を行う全ての事業場において、新たな化学物質規制を広く浸透させる取組が重要です。これらを背景に「化学物質管理強調月間」を実施し、職場における化学物質管理の重要性に関する意識の高揚を図り、化学物質管理活動の定着を図るため、関連する図書用品を斡旋します。

　第２回目の今年度スローガンは
　　　　　　“　慣れた頃こそ再確認　化学物質の扱い方　”
となっております。

　　　※　主唱：厚生労働省、中央労働災害防止協会　協力：経済産業省、環境省 　
　　　　　期間：令和８年２月１日～２月２８日


	
	　化学物質管理強調月間図書用品申込
	

	
 １．申込方法　同封申込書により協会事務局へ
               協会事務局　〒772-0002　鳴門市撫養町斎田字西発73-3
                             TEL 088-685-7004　FAX 088-685-7023
　　　　　　　　　　　　　　 E-mail：naruto-rkk@muse.ocn.ne.jp
 ２．申込期限　令和８年１月２３日（金）

 ３．お届け日　１月３１日（金）までにお届けします。
　　　　　　　



